
県内水道事業者における PI指標の算出・公開状況 

 

１ 水道事業ガイドライン及び業務指標（PI）について 

水道事業ガイドラインは、水道事業における施設の整備状況や経営状況、サービス内容

等を総合的に評価するもので、平成 17 年 1 月、（社）日本水道協会が国内規格として制定

したもの。 

水道サービスに係る 6 つの分野（「安心」、「安定」、「持続」、「環境」、「管理」、

「国際」）において、137 項目の業務指標（PI：Performance Indicator）が設定されてい

る。 

 

２ 算出・公表状況 

「水道事業者が自らの事業の評価分析のために算出し、公表している水道事業ガイドラ

インの業務指標（PI）の数値のうち、もっとも新しい年度のもの」の提供されるよう公営

水道事業者へ依頼をしたところ、以下ととおり提供があった。 

 

公営事業者数 提供のあった事業者数 

80 13 

 簡易水道のみを実施する事業者からの提供はなし。 

 

３ 算出している PI 指標の概要 

区分 事業者名 最新 

年度 

算出項目 

網羅 一部 

佐久 佐久水道企業団 H26 ○  

佐久 浅麓水道企業団 H19 ○  

上小 東御市 H26  ○ 

諏訪 岡谷市 H23 ○  

諏訪 富士見町 H26  ○ 

上伊那 辰野町 H24 ○  

上伊那 長野県上伊那広域水道用水企業団 H26 ○  

飯伊 飯田市 H26  ○ 

松本 松本市 H26 ○  

松本 塩尻市 H20 ○  

松本 安曇野市 H20  ○ 

長野 長野市 H26 ○  

長野 千曲市 H20  ○ 

 

資料３ 



４ PI指標の算出例（参考） 

長野市上下水道局算出の PI指標（次ページ） 

 

５ その他 

上記の他、総務省自治財政局公営企業経営室が作成している「水道事業経営指標」等に

より事業の評価に取り組んでいる水道事業者もある。 

 














